
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17

１．事業概要
（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,300 円 4,093 円

3,300 円 4,028 円

3,300 円 4,111 円

③ 組　織

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数 職員数5名

事 業 運 営 組 織

上下水道係長（係業務全般）
係員（主務：水道）
係員（主務：水道）
係員（主務：下水道）
係員（主務：水道・下水道使用料金）

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づ
き実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統
廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

（基本料金　2,000円＋従量料金）×消費税

※従量料金（1㎥につき）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

なし

処 理 区 数 1地区

処 理 場 数 1箇所

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

実施なし

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

柳津処理区　平成15年（22年）
法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分
法適（一部）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 13.8 人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

なし

事 業 名 ： 特定環境保全公共下水道事業

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～ 年度

別添２－２

柳津町特定環境保全公共下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 福島県柳津町

10㎥まで 0円
11㎥～20㎥ 100円
21㎥～30㎥ 140円
31㎥～50㎥ 180円
51㎥以上 200円



（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付するこ

令和７年度に公表されている令和６年度決算「経営比較分析表」を添付。
経営比較分析表内の経営及び施設の状況を示す経営指標を活用し、本町の経年比較や類似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を実施している。

処理区域内人口の予測
令和2年人口を基準とした国立社会保障・人口問題研究所が公表する当町の将来人口推計によると、令和2年時点で3,081人であった人口は、令和7年度に2,769
人、令和12年度には、2,497人、令和22年度には2,039人、令和32年度には1,636人まで減少する予想であり、厳しい状況が続くことが見込まれる。
このような状況の中、処理区域内人口においても同様の傾向になるものと仮定し、直近の処理区域内人口に上記減少率を加味して処理区域内人口の予測を実施。
令和８年度の処理区域内人口が1,217人と予測される中、計画最終年度の令和17年度では1,012人まで減少し、さらに20年後の令和37年度の処理区域内人口は656
人になることが予想される。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 事業規模が小さく効果が期待できない。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

事業規模が小さく効果が期待できない。

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

事業規模が小さく効果が期待できない。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

終末処理場の維持管理を民間業者へ委託している。

 イ　指定管理者制度 事業規模が小さく効果が期待できない。

1,217 1,192 1,168 1,144 1,120 1,097 1,075 1,054 1,033 1,012 992 972 952 933 914 896 877 859 841 823 806 788 770 753 736 719 703 687 671 656
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（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り
※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

施設整備や維持管理の事務量を勘案の上、現状維持を図る。

有収水量が減少傾向で推移すると予測され、また節水機器の普及に伴い、使用料収入の増加が見込めない中、供用開始後22年を迎え、維持管理費用や修繕費用等
の増加が予想されるため、本経営戦略を踏まえ事業の計画的かつ効率的な推進を図っていく。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標
耐用年数を経過する処理場・マンホールポンプを中心に修繕・改築工事を実施し、適切な維持管理に努め、予防保全型
の対策により施設の長寿命化を図っていく。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
　ストックマネジメント支援制度を活用し、効率・計画的に改築更新を進めていく。

○投資の平準化に関する事項
　ストックマネジメントを導入し、施設の管理区分を状態監視保全施設、時間計画保全施設、事後保全施設に設定し、計画的な点検・調査及び改築更新を行い、
支出の平準化を図っていく。

処理区域内の人口減少により区域内の水洗化人口が減少し、併せて有収水量も減少していくものと仮定し、令和６年度の有収水量（97,039㎥）を基準に、処理区
域内における水洗化人口減少率を加味して有収水量を予測した。
その結果、有収水量は令和８年度の92,982㎥から計画最終年度の令和17年度には77,548㎥まで減少、さらに20年後の令和37年度には50,275㎥まで減少する見込み
である。

使用料収入の見通し
処理区域内人口の予測値に、過去の使用料収入及び処理区域内人口に基づく平均使用料単価を乗じて使用料収入を予測、使用料収入は令和８年度の17,377千円か
ら計画最終年度の令和17年度には14,493千円まで減少、さらに20年後の令和37年度には9,396千円まで減少する見込みである。

施設の見通し
本町の今後の下水道事業の施設は、ストックマネジメント計画に基づき、建設改良を実施していく。
計画期間（令和８年度～17年度）における建設改良費累計は118,374千円を予定している。

組織の見通し

有収水量の予測

92,982 91,328
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②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

動力費に関する事項 浄化センター内の機器類更新の際には適切な能力の機器を選択し、不具合の早期発見・修繕に
努めることで省力化を図っていく。

薬品費に関する事項 使用量に見合った削減となるよう検討する。

その他の取組 施設修繕や更新に際して、活用できる補助制度の検討等を行う。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、

PPP/PFIなど）
検討していない

職員給与費に関する事項 ２名体制を維持するよう努める。

その他の取組 特になし

使用料の見直しに関する事項

使用料の改定をしない場合、人口の減少により年々収入減少が見込まれるが、維持管理費用や
修繕費用については経常的にかかっていく。このことから地域経済の動態を踏まえ適正な価格
帯の算出及び改定時期などについて検討していく。また改定の際は料金体系についても地域の
現状に適合しているか考察する必要があるため、本事業のみでなく他の下水道事業と足並みを
揃え検討を行う。

資産活用による収入増加
の取組について

下水道加入負担金を下水道基金へ積み立てており、令和６年度末で残高は23,399,322円となっ
ている。

広域化・共同化・最適化に関する事項 検討していない

投資の平準化に関する事項 ストックマネジメントの調査・点検の結果を反映し、投資の平準化を図る。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

外部の専門性の高い技術や知識をもった人材活用を検討する。

目 標
安定した経営のため、経常収支比率を 100%以上で維持し、一般会計からの繰入金を削減することを目標とする。また
投資に必要な財源の確保にあたり、企業債については、世代間の公平性の確保が不可欠であり、償還金や利子等により
経営が圧迫されないように努める。

○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　人口減少に比例して使用料収入も減少していくことを前提とした。

○企業債に関する事項
　建設改良費については、50%を国庫補助金にて、残りの50%を企業債発行にて賄う前提で試算した。

○繰入金に関する事項
　・基準内繰入金：令和７年度における国が示す操出通知に基づき試算
　・基準外繰入金：
　（収益的収入）収支均衡となるように赤字補てん額を繰入
　（資本的収入）現金預金残高が令和６年度残高を下回らないように繰入

○職員給与費に関する事項
　令和７年度の人員数が今後も続くと仮定し、令和６年度実績値に基づく一人当たり職員給与費を基準に、人事院公表資料「本年の給与勧告のポイントと給与勧
告の仕組み（令和7年8月）」より令和２年から令和６年度の幾何平均値0.9%をベースアップ率とし加味し、推計
○動力費及び薬品費に関する事項
　令和２年から令和６年度までの実績値の平均を基準値とし、それに物価上昇率及び配水量増減率を加味し、推計
○修繕費に関する事項
　令和２年から令和６年度までの実績値の平均を基準値とし、それに物価上昇率を加味し、推計
○委託費に関する事項
　令和７年度の予算値を基準値とし、それに物価上昇率を加味し、推計
○その他
　令和２年から令和６年度までの実績値の平均を基準値とし、それに物価上昇率を加味し、推計

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組につい
て、その内容等を記載すること。



５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

委託費に関する事項 委託仕様について検討し、経費の削減・維持管理の効率化を図り、委託費の抑制に努める。

その他の取組 特になし

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度進捗管理を行い、また、５年ごとに見直しを行うことにより、本経営戦略の事後検証、更新を行っ
ていく。ただし、経営状況の変化に応じて必要と判断される場合は、適宜見直しを実施する。

修繕費に関する事項 処理施設内の消耗部品の老朽化による交換等が主な内容であるが、恒常的に修繕・老朽化を繰
り返す事となるため、限られた財源の中での効果的、効率的な修繕を実施したい。



【別紙】特定環境保全公共下水道

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年　　　　　　度 2024年度 2025年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度

１． (A) 18,146 18,211 18,170 17,861 17,466 17,125 16,790 16,506 16,149 15,842 15,541 15,286
(1) 18,135 18,205 17,377 17,068 16,673 16,332 15,997 15,713 15,356 15,049 14,748 14,493
(2) (B) 0 0
(3) 11 6 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793

２． 128,126 126,975 104,543 100,945 100,673 101,117 101,137 103,264 103,272 102,859 105,148 106,137
(1) 59,180 57,929 52,716 52,535 53,024 53,615 53,479 55,060 55,613 56,123 58,978 60,088

59,180 57,929 52,716 52,535 53,024 53,615 53,479 55,060 55,613 56,123 58,978 60,088
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 68,921 68,922 51,826 48,409 47,649 47,502 47,658 48,204 47,660 46,737 46,170 46,049
(3) 25 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 146,272 145,186 122,712 118,806 118,139 118,241 117,927 119,770 119,422 118,702 120,689 121,423
１． 136,658 136,954 115,707 112,036 111,496 111,692 112,245 113,336 113,121 113,002 114,022 114,580

(1) 15,681 17,388 15,967 16,112 16,259 16,407 16,555 16,706 16,858 17,011 17,166 17,322
8,142 8,024 8,291 8,366 8,442 8,519 8,596 8,674 8,753 8,833 8,913 8,994

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,539 9,364 7,676 7,746 7,817 7,888 7,959 8,032 8,105 8,178 8,253 8,328

(2) 40,816 38,333 39,216 39,445 39,643 39,863 40,085 40,329 40,546 40,782 41,023 41,282
6,210 6,575 5,566 5,521 5,448 5,389 5,332 5,289 5,221 5,168 5,115 5,077

15,055 7,651 11,385 11,499 11,614 11,730 11,847 11,966 12,086 12,206 12,328 12,452
697 474

18,854 23,633 22,265 22,425 22,582 22,743 22,906 23,074 23,239 23,408 23,579 23,754
(3) 80,161 81,233 60,525 56,479 55,594 55,423 55,604 56,300 55,718 55,210 55,834 55,976

２． 7,639 5,513 6,848 6,454 6,094 5,755 5,516 5,879 5,685 5,543 6,443 6,592
(1) 2,707 2,880 2,535 2,156 1,756 1,368 1,141 1,374 1,135 951 1,617 1,676
(2) 4,932 2,633 4,313 4,298 4,338 4,387 4,376 4,505 4,550 4,592 4,825 4,916

(D) 144,297 142,467 122,555 118,490 117,591 117,447 117,761 119,215 118,806 118,545 120,465 121,172
(E) 1,975 2,720 157 315 548 795 166 555 615 156 224 251
(F) 0 0
(G) 1,805 0
(H) -1,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 2,720 157 315 548 795 166 555 615 156 224 251
(I) 170 2,884 3,041 3,356 3,905 4,699 4,865 5,421 6,036 6,192 6,417 6,667
(J) 16,534 25,681 16,534 16,534 16,534 16,534 16,534 16,534 16,534 17,711 19,521 26,738

8,054 17,231 8,054 8,054 8,054 8,054 8,054 8,054 8,054 9,231 11,041 18,258
8,480 8,450 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480
8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480

0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(K) 42,388 44,358 46,793 46,338 45,228 42,049 34,247 30,689 23,004 20,729 14,812 13,752

30,568 32,051 34,856 34,417 33,345 29,745 21,944 18,899 11,249 8,451 2,769 2,050
0 0

10,018 10,018 10,018 10,018 10,018 10,018 10,018 10,018 10,018 10,018 10,018 10,018
( I )

(A)-(B)

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 18,146 18,211 18,170 17,861 17,466 17,125 16,790 16,506 16,149 15,842 15,541 15,286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N)

(O)

(P)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支 出 計

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

そ の 他

営 業 収 益

補 助 金
他 会 計 補 助 金

材 料 費

そ の 他 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計
そ の 他

営 業 外 収 益

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金

流 動 負 債

経 常 損 益 (C)-(D)

貸 倒 引 当 金
未 収 金

う ち 現 金 預 金
う ち 未 収 金

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



【別紙】特定環境保全公共下水道

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年　　　　　度 2024年度 2025年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度

１． 25,700 0 0 0 0 5,000 19,100 0 0 27,800 5,000 1,700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 19,000 22,137 9,583 25,318 24,783 22,565 18,729 12,599 9,043 0 0 0

３． 40 2,750 1,123 1,286 1,297 1,307 1,318 1,328 1,339 890 171 0

４．

５．

６． 0 0 0 0 0 5,000 19,133 0 0 27,869 5,000 1,705

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 45,620 24,887 10,706 26,604 26,080 33,872 58,280 13,927 10,382 56,559 10,171 3,405

(B)

(C) 45,620 24,887 10,706 26,604 26,080 33,872 58,280 13,927 10,382 56,559 10,171 3,405

１． 26,488 2,750 0 0 0 10,000 38,266 0 0 55,738 10,000 3,410

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 30,324 31,010 32,051 34,856 34,417 33,345 29,745 21,944 18,899 11,249 8,451 2,769

３．

４．

５． 1,302 34 265 268 271 273 276 279 282 284 287 290

(D) 58,114 33,794 32,316 35,124 34,688 43,618 68,287 22,223 19,181 67,271 18,738 6,469

(E) 12,494 8,907 21,610 8,520 8,607 9,746 10,007 8,295 8,798 10,712 8,567 3,064

１． 11,240 8,907 8,698 8,069 7,945 7,921 7,947 8,096 8,058 8,473 8,567 3,064

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３．

４． 1,254 0 12,912 450 662 1,825 2,061 199 741 2,240 0 0

(F) 12,494 8,907 21,610 8,520 8,607 9,746 10,007 8,295 8,798 10,712 8,567 3,064

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 260,881 231,972 199,121 164,265 129,849 101,503 90,859 68,915 50,016 66,567 63,116 62,046

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 2024年度 2025年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度

59,180 57,929 52,716 52,535 53,024 53,615 53,479 55,060 55,613 56,123 58,978 60,088

42,960 42,960 30,716 28,535 28,024 27,615 27,479 28,060 27,613 27,123 27,978 28,088

16,220 14,969 22,000 24,000 25,000 26,000 26,000 27,000 28,000 29,000 31,000 32,000

19,040 24,887 10,706 26,604 26,080 23,872 20,047 13,927 10,382 890 171 0

0 2,750 1,123 1,286 1,297 1,307 1,318 1,328 1,339 890 171 0

19,040 22,137 9,583 25,318 24,783 22,565 18,729 12,599 9,043 0 0 0

78,220 82,816 63,423 79,140 79,105 77,487 73,525 68,987 65,995 57,013 59,149 60,088

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

計

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

収

入

工 事 負 担 金

計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

そ の 他



供用開始年月日 平 成 15 年 5 月 1 日
処理区域内人口 1,270 人

計算期間
自 令 和 8 年 4 月
至 令 和 12 年 3 月

（　5 　年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円
18,135 16,689 16,689

11 793 793
18,146 17,482 0 17,482

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

諸 手 当
福 利 費

6,544 3,819 3,819

506 506
1,157 730 730
7,701 5,055 0 5,055

給 料
諸 手 当
福 利 費

2,583 2,583
4,418 4,418

1,967 1,967
431 431

0 9,399 0 9,399
給 料
諸 手 当
福 利 費

6,210 2,869 2,651 218
8,511 3,378 3,378

697

10,453 10,579 10,579
2,640 2,413 2,413

28,511 19,239 16,607 2,631
給 料 8,142 8,443 8,443
諸 手 当 4,953 5,136 5,136
福 利 費 2,586 2,681 2,681

1,197 3,271 3,271
8,339 7,028 7,028

25,217 26,560 26,560 0
2,707 1,791 1,791

80,161 56,725 56,725

82,868 58,516 58,516 0
144,297 118,769 101,683 17,086

7,981
25,067

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 66.58%
＜使用料水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使用者負担の期
間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改
築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下
水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

小 計
合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）
使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

・「経営戦略のひな型様式」に追加された原価計算表（令和4年1月25日付総務省通知『「経営戦略」の推進について』）により、総括原価の算定を実施しました。
・上記算定期間における収支計画では、他会計補助金等の営業外収益などから、収支は黒字が見込まれています。
・その一方で、料金対象経費に対する料金収入の割合は約67％であり、100%を下回っている状況にあります。
・以上を踏まえ、料金については今後の収支のバランスに注視しながら、料金改定の必要性を検討していきます。

※ 資産維持費＝対象資産（R8期首残高+R12期末残高）÷2×資産維持率（3％）

小 計
資
本
費

支 払 利 息
減 価 償 却 費
企業債取扱諸費

小 計

一

 

般

 

管

 

理

 

費

人
件
費

流域下水道管理
委 託 料
そ の 他

小 計

処
理
場
費

人
件
費

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
薬 品 費
委 託 料
そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

人
件
費

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
薬 品 費
委 託 料
そ の 他

項 目
金　　　　　　　　額

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費
材 料 費
路 面 復 旧 費
委 託 料
そ の 他

使 用 料 (X)

受 託 工 事 収 益
そ の 他
合 計

支　　出　　の　　部

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額


